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計算書類等の作成に当たっての留意事項 

 

Ⅰ 計算書類等 

１．計算書類の体系等 

（１）計算書類の体系 

平成 23 年改正法においては、活動計算書及び貸借対照表を計算書類とし、また財産目録はこ

れらを補完する書類としています。それぞれの位置付け・記載事項については以下のとおりで

す。 

 ・ 活動計算書 

事業年度における NPO法人の活動状況を表す計算書です。営利企業における損益計算書に

相当するフローの計算書で、NPO 法人の財務的生存力を把握しやすくするため、資金収支ベ

ースの収支計算書から改めることとなったものです。受け取った会費や寄附金、事業の実施

によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載します。 

 ・ 貸借対照表 

   事業年度末における NPO 法人の全ての資産、負債及び正味財産の状態を示すもので、資金

の調達方法（負債及び正味財産）及び保有方法（資産）から、NPO法人の財務状況を把握する

ことができます。流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、前払金等を、固定資産とし

て土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、流動負債として短期借入金、未払金、前受金等

を、固定負債として長期借入金、退職給付引当金等を記載します。 

 ・ 財産目録 

   計算書類を補完する書類として位置付けられるものです。科目等は貸借対照表とほぼ同じ

ですが、その内容、数量等のより詳細な表示がされます。また、金銭評価ができない歴史的

資料のような資産についても、金銭評価はないものの記載することは可能です。 

  

（２）計算書類等の別葉表示 

法第５条第２項において、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特

定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない」

と区分経理について定めています。このため、従来、その他の事業を実施している NPO 法人に

対しては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び収支予算書について、特定非営利活動に係

る事業のものとは別に、各々その他の事業に係るものの作成が求められてきました。しかし、

平成 23 年法改正案の国会審議における貸借対照表の別葉表示の見直しに係る質疑等も踏まえ

ながら、原則、全ての書類において別葉表示は求めないこととし、その他の事業に固有の資産

（例：在庫品としての棚卸資産等、本来事業に繰り入れることが困難なもの）で重要なものが

ある場合には、その資産状況を注記として記載することとします。一方、按分を要する共通的

なものについては基本的には記載を求めないものの、重要性が高いものについては注記するこ

ととします（173～175頁の様式例参照）。 

なお、活動計算書及び活動予算書については、別葉表示は求めませんが、一つの書類の中で

別欄表示し（170～171 頁の様式例参照）、その他の事業を実施していない場合又は実施する予

定がない場合については、脚注においてその旨を記載するか（38～39、168～169頁の様式例参

照）、あるいはその他の事業の欄全てに「ゼロ」を記載します（170～171頁の様式例参照）。ま

た、事業報告書においてもそのことを明らかにすることが望まれます。 

 

２．活動計算書 



28 

計算書類等の作成に当たっての留意事項 

 

Ⅰ 計算書類等 

１．計算書類の体系等 

（１）計算書類の体系 

現行法においては、活動計算書及び貸借対照表を計算書類とし、また財産目録はこれらを補

完する書類としています。それぞれの位置付け・記載事項については以下のとおりです。 

 ・ 活動計算書 

事業年度における NPO法人の活動状況を表す計算書です。営利企業における損益計算書に

相当するフローの計算書で、NPO 法人の財務的生存力を把握しやすくするため、資金収支ベ

ースの収支計算書から改めることとなったものです。受け取った会費や寄附金、事業の実施

によって得た収益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を記載します。 

 ・ 貸借対照表 

   事業年度末における NPO 法人の全ての資産、負債及び正味財産の状態を示すもので、資金

の調達方法（負債及び正味財産）及び保有方法（資産）から、NPO法人の財務状況を把握する

ことができます。流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、前払金等を、固定資産とし

て土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、流動負債として短期借入金、未払金、前受金等

を、固定負債として長期借入金、退職給付引当金等を記載します。 

 ・ 財産目録 

   計算書類を補完する書類として位置付けられるものです。科目等は貸借対照表とほぼ同じ

ですが、その内容、数量等のより詳細な表示がされます。また、金銭評価ができない歴史的

資料のような資産についても、金銭評価はないものの記載することは可能です。 

  

（２）計算書類等の別葉表示 

法第５条第２項において、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特

定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない」

と区分経理について定めています。このため、従来、その他の事業を実施している NPO 法人に

対しては、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び収支予算書について、特定非営利活動に係

る事業のものとは別に、各々その他の事業に係るものの作成が求められてきました。しかし、

平成 23 年法改正案の国会審議における貸借対照表の別葉表示の見直しに係る質疑等も踏まえ

ながら、原則、全ての書類において別葉表示は求めないこととし、その他の事業に固有の資産

（例：在庫品としての棚卸資産等、本来事業に繰り入れることが困難なもの）で重要なものが

ある場合には、その資産状況を注記として記載することとします。一方、按分を要する共通的

なものについては基本的には記載を求めないものの、重要性が高いものについては注記するこ

ととします。 

なお、活動計算書及び活動予算書については、別葉表示は求めませんが、一つの書類の中で

別欄表示し、その他の事業を実施していない場合又は実施する予定がない場合については、脚

注においてその旨を記載するか、あるいはその他の事業の欄全てに「ゼロ」を記載します。ま

た、事業報告書においてもそのことを明らかにすることが望まれます。 

 

２．活動計算書 

（１）収支計算書との違い 

従来フローの計算書として使用されてきた収支計算書は、NPO 法人の会計方針で定められた

資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものです。これとは異なり、活動計算書は NPO 法人の

当期の正味財産の増減原因を示すフローの計算書で、法人の財務的生存力を把握する上で重要

なものの一つであるといえます。当期の正味財産の動きを表す活動計算書においては、収支計

算書における資金の範囲という概念は不要となり、ストックの計算書である貸借対照表との整
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合性を簡単に確認することができます。 

また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しますが、活

動計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相違点も挙げられま

す。 

 

（２）事業費・管理費の費目別内訳、按分方法 

事業費は、NPO 法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいい

ます。管理費は、NPO 法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営

費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経

費をいいます。 

NPO 法人間の比較可能性や NPO 法人のマネジメント等の観点から、内訳の表示は必要である

と考えられるため、事業費と管理費のそれぞれを人件費とその他経費に分類した上で、さらに

形態別に分類して表示することとします。また、その費目については、25～26頁の科目例を参

考に、NPO 法人の実態に合わせて必要な費目のみ表示します。なお、複数の事業を実施してい

る法人において、法人の判断により、その事業ごとの費用又は損益の状況を表示する場合には、

活動計算書ではなく注記において表示します。 

また、事業費と管理費に共通する経費や複数の事業に共通する経費は、合理的に説明できる

根拠に基づき按分される必要があり、恣意的な操作は排除されなければなりません。標準的な

按分方法としては、以下のようなものが挙げられ、重要性が高いと認められるものについては、

いずれの按分方法によっているかについて注記することが望まれます。 

・ 従事割合（科目例：給与手当、旅費交通費等） 

・ 使用割合（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 

・ 建物面積比（科目例：水道光熱費、地代家賃、減価償却費、保険料等） 

・ 職員数比（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、地代家賃等） 

 

（３）ボランティアによる役務の提供等の取扱い 

「NPO 法人会計基準」では、ボランティアの受入れをした場合や無償又は著しく低い価格で

の施設の提供等の物的サービスを受けた場合において、従来どおり会計的に認識しない方法に

加え、「合理的に算定できる場合」には注記でき、「客観的に把握できる場合」には注記に加え

て活動計算書への計上も可能とされています。この点については、会計上認識可能である一方

で、不明確な処理は避けられるべきであることなどの観点に鑑みて、計上する際には、収益と

費用に両建てされているものが判別できるよう、それぞれ「ボランティア受入評価益」及び「ボ

ランティア評価費用」として明示し、その金額換算の根拠についても注記の「内容」及び「算

定方法」で明確にすることとします。無償又は著しく低い価格での施設の提供等の物的サービ

スを受け入れた場合にも同様の会計処理が認められます。金額換算の根拠の具体例については、

以下のとおりです（公益認定制度における算入実例より）。 

・ 法人所在地における厚生労働省が公表している最低賃金（時間給）を従事時間数で乗じ

た額 

  ・ 専門職の技能等の提供によるボランティアに関して、その専門職の標準報酬額をベース

に時間給を算定し、それに従事時間を乗じた額 

 

３．貸借対照表 

（１）資産等の表示方法 

現在、資産等の表示の状況は NPO 法人ごとに様々であるところ、以下のとおり整理されるこ

とが望ましいと考えられます。 

ア 固定資産と消耗品費の相違 

固定資産とは、販売を目的としない資産で、かつ決算日後１年以内に現金化される予定
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のない長期にわたって保有する資産のことをいいます。実務上は、法人令第 133条を参考

とし、１年を超える期間において使用する 10 万円以上の資産を固定資産とみなすのが、

一般的な目安となっています。ただし、この目安は、10万円未満のものについては費用処

理（消耗品費として計上）ができるということであり、必ずしも固定資産として扱えない

わけではなく、前述の要件に該当する資産については固定資産となり得る点に留意が必要

です。 

イ 減価償却の方法 

    減価償却とは、固定資産の価値は時間の経過や使用によって減少していくという考えの

下、貸借対照表に計上した固定資産の取得価額から、その使用期間（耐用年数）にわたっ

て減額していく会計処理です。NPO法人がその活動に利用できる資産を明確に表示するとい

う観点から、適切な処理が求められます。 

    この減価償却の方法には、主に「定率法」、「定額法」等があり、法人令第 48条、同第 48

条の２及び同第 133条を参考とし、適用方法を選択します。 

ウ 現物寄附を受けた固定資産等の取得価額 

    「NPO法人会計基準」において、現物寄附を受けた固定資産等については、その取得時に

おける公正な評価額を取得価額としています。公正な評価額としては、市場価格によるほ

か、専門家による鑑定評価額や、固定資産税評価額等を参考に合理的に見積もられた価額

等が考えられます。 

エ 特定資産 

    「NPO法人会計基準」において、特定の目的のための資産を有する場合には、特定資産と

して独立して表示することを求めており（同基準注解 13）、①寄附者により使途等が制約さ

れている資産、②NPO法人自ら特定資産と指定した資産が具体例として挙げられます。 

オ リース取引 

    リース取引については、事実上売買と同様の状態にあると認められる場合には、売買取

引に準じて処理します。ただし、重要性が乏しい場合には、賃貸借取引に準じて処理する

ことができるものとします。 

  カ 投資有価証券 

長期に保有する有価証券のことです。投資有価証券を保有する NPO法人は極めて少数で

あるのが現状ですが、保有する NPO法人においては、他の会計基準を参照して独立して表

示することが望まれます。 

 

（２）チェックポイント 

計算書類は、以下のように接続するものです。これらの点に注意して作成すべきことは、全

ての NPO法人に共通して認識されなければなりません（詳細は様式例参照）。 

  ・ 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部」の合計額が一致 

  ・ 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾（「次期繰越正味財産額」）が一致 

  ・ 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致 

 

４．計算書類の注記 

（１）注記の記載 

注記は計算書類と一体であり重要なものであるため、以下の項目については、該当がある場

合には確実に注記することが必要です。 

ア 重要な会計方針 

適用した会計基準、資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金

の計上基準、施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理方法、ボランティアに

よる役務の提供を受けた場合の会計処理の取扱い等、計算書類の作成に関する重要な会計

方針 
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イ 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 

ウ 特定非営利活動に係る事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細に事業費の内訳

又は事業別損益の状況を記載する場合には、その内容 

エ 施設の提供等の物的サービスを受けたことを計算書類に記載する場合には、受け入れた

サービスの明細及び算定方法 

オ ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを計算書類に記載する場合

には、受け入れたボランティアの明細及び算定方法 

カ 使途等が制約された寄附金等の内訳 

キ 固定資産の増減内訳 

ク 借入金の増減内訳 

ケ 役員及びその近親者との取引の内容 

役員及びその近親者は、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

    a．役員及びその近親者（二親等内の親族） 

    b．役員及びその近親者が支配している法人 

    なお、役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払並びにこれらに準ずる取引の注記

は法人の任意とします。 

コ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状

況を明らかにするために必要な事項 

例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される事項が存在する場合には、

当該事項を記載します。 

・ 現物寄附の評価方法 

・ 事業費と管理費の按分方法 

    ・ 貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産又は損益に影響を及ぼすもの

（後発事象） 

・ その他の事業に固有の資産を保有する場合はその資産の状況及び事業間で共通的な

資産（後者については按分不要） 

 

（２）注記の充実 

注記における上記記載項目のうち、特にエ～カ及びケについては、活動規模が大きいなどの

社会的責任の大きい法人等においては特に留意した記載が求められます。記載の際の留意事項

は以下のとおりです。 

・ エ及びオについては、計算書類等に記載する場合は、情報の利用者の便宜性に配慮し、

当該金額の算定根拠が明らかになるように、詳細な記載をします（金額換算の具体例はⅠ

２（３）参照）。 

・ カについては、当期で収益として計上された使途等が制約された寄附金、補助金、助成

金等が該当します。これらについては、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増

加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を明確に記載します。 

・ ケについては、その取引金額を確実に注記する必要があります。なお、取引の相手方と

の関係、取引内容、取引条件等についての記載は、法人の任意とします。 

 

５．財産目録 

現在、「現金預金」としてその預金金融機関における口座番号、「電話加入権」としてその電

話番号、「車両」としてそのナンバー、「借入金」等としてその取引の相手方の個人名等、個人

情報に関わると思われる情報まで財産目録に記載している NPO 法人が少なからず存在します。

しかし、計算書類を補完する位置付けの書類とはいえ、法に基づいて外部公表される書類であ

るため、上記のような個人の特定につながる情報の記載までは必要としません。 

また、前述のとおり、金銭評価ができない歴史的資料のような資産については、金額の代わ
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りに「評価せず」として記載することができます。 

 

６．活動予算書 

NPO 法人の計算書類である活動計算書の対の書類として位置付けられる活動予算書は、法人

の設立申請時及び定款変更時に提出する必要があります。その表示方法や考え方については、

対である活動計算書と基本的に同様とします。 

なお、予算上固定資産の取得や借入金の返済等の資金の増減を表現したい場合には、計算書

類の注記における「固定資産の増減内訳」及び「借入金の増減内訳」の注記に準じて記載する

ことが望まれます。 

 

Ⅱ 留意すべき会計上の取扱い 

１．使途等が制約された寄附金等の取扱い 

（１）使途等が制約された寄附金の取扱い 

寄附金については、受け取ったときに「受取寄附金」として収益計上します。このうち使途

等が制約された寄附金については、原則、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加

額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記します。 

なお、使途等が制約された寄附金で重要性が高い場合には、一般正味財産と指定正味財産を

区分して表示することが望ましいと考えられます。これは、当期に使途の制約が解除された収

益とそうでない収益を分けて表示したほうが、当該法人の財務状況・活動状況をより的確に把

握することができるからであり、複数事業年度にまたがらないものや、重要性が高くないもの

まで区分表示を求める必要はないと考えられます。 

また、「重要性」が高いと判断される寄附金には、例えば以下のようなものが考えられます。 

・ 使途が震災復興に制約され、複数事業年度にまたがって使用することが予定されている

寄附金 

  ・ 奨学金給付事業のための資産として、元本を維持して、あるいは漸次取り崩して給付に

充てることを指定された寄附金 

 

（２）対象事業及び実施期間が定められている補助金、助成金等の取扱い 

対象事業等が定められた補助金等は、使途等が制約された寄附金等として扱い、当期に使用

した額は収益（受取補助金等）として活動計算書に計上し、その内容、正味財産に含まれる期

首残高、当期増加額、当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記で表示します。なお

重要性が高い場合には、寄附金と同様に、正味財産を一般正味財産、指定正味財産に区分し、

当該補助金等を指定正味財産に計上することが望まれます。 

対象事業及び実施期間が定められ、かつ未使用額の返還義務が規定されている補助金等につ

いて、実施期間の途中で事業年度末が到来した場合の未使用額は、当期の収益には計上せず、

前受補助金等として処理します。 

また、実施期間の終了時に補助金等と対象事業の費用との間で差額が生じた場合には、当該

差額は前受補助金等ではなく未払金として処理し、この負債は返還した時点で消滅します。 

 

２．会費の計上方法 

会費と寄附金の差異については、これらの違いを十分に理解せずに会費を寄附金として扱う

と、誤った計算により認定基準の一つである要件（PST（パブリック・サポート・テスト）要件：

市民から広く支持を得ているとみなす基準）を充たしてしまうこととなり、NPO 法人全体の信

頼性の低下につながるおそれがあります。会費とは、税務上、サービス利用の対価又は会員た

る地位にある者が会を成り立たせるために負担するものとされており、直接の反対給付がない

経済的利益の供与である寄附金とは基本的に異なるものとされています。 

なお実態的には、会費として扱われているものには、①社員（正会員）たる地位にある者が
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会を成り立たせるために負担すべきもの（「正会員受取会費」等）、②支出する側に任意性があ

り、直接の反対給付がない経済的利益の供与としての寄附金の性格を持つもの（いわゆる「賛

助会員受取会費」等）、③サービス利用の対価としての性格を持つもの（例えば「○○利用会員

受取会費」等）、の３つに分けられます。③に関しては、活動計算書において、事業収益として

計上します。また、将来的には一つの「会費」の中に、①と②、②と③というように複数の性

格を持つものがある場合には、その性格によって、明確に区分して計算書類に計上することが

望まれます。 

 

３．認定 NPO 法人についての留意事項 

（１）認定 NPO法人の会計処理 

認定 NPO 法人は、税務上の優遇措置の下に広く市民から寄附等を受けて活動を行うものであ

り、寄附や資金の使い方等について高い透明性をもって情報提供するよう努める責務を負うも

のと考えられます。こうした意味で、認定 NPO 法人においては、重要性が高いと判断される事

項については、計算書類における詳細な表示、注記の充実を図ることが望まれます。 

認定 NPO 法人において、重要性の適用に当たって一定の配慮が必要と考えられる事項として

は、以下のようなものが挙げられます。 

・ ボランティア等を計上する場合の金額換算方法 

・ 使途等が制約された寄附金等（対象事業及び実施期間が定められている補助金等を含む）

の内容、使用状況 

・ 事業費と管理費の按分方法 

・ 会費の計上方法 

・ 現物寄附の評価方法 

・ 関連当事者間取引 

 

（２）認定 NPO法人の会計処理と認定事務の双方に関連する事項の取扱い 

発生主義による会計処理を採用する法人が認定制度に基づく認定を受ける（受けている）場

合、現金主義・発生主義の併存を許容しながら運用されている認定制度の実務に基づき提出さ

れる行政上の書類と会計書類との間で差異が生ずることが考えられます。 

この点については、計算書類は、法人自身のマネジメントや対外的説明責任の基本となるも

のであり、計算書類と認定申請等のための行政上の書類とは基本的に整合的であることが望ま

しいと考えられますが、認定行政上の必要性に照らして合理的な差異が生ずることはあり得る

ものと考えられ、会計の明確化の在り方はそれとは切り離して考えられるべきものです。 

 

４．経過措置 

「NPO法人会計基準」を適用するに当たっての経過措置については、以下のとおりとします。 

  ア 過年度分の減価償却費 

減価償却を行っていない NPO法人においては、原則として適用初年度に過年度分の減価

償却費を計上します。この場合、過年度の減価償却費については、活動計算書の経常外費

用に「過年度損益修正損」として表示します。ただし、「過年度損益修正損」に該当する

費用が減価償却費だけである場合は、「過年度減価償却費」として表示することも可能で

す。 

過年度分の減価償却費を一括して計上せず、適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額と

みなし、当該適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減価償却することも認

めます。なお、この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過

年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記します。 

また、購入時に費用処理し、資産に計上していないものについては、過年度分に関して

は考慮せずに、適用初年度に購入したものから資産計上します。 



34 

イ 退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異 

退職給付会計については、全ての NPO法人に導入を求めるものではありません。 

ただし、この機会に退職給付会計を新たに導入しようとする法人における会計基準変更

時差異については、他の会計基準と同様に、適用初年度から 15 年以内の一定の年数にわ

たり定額法により費用処理すべきです。この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費

用の過年度損益修正額として計上することも含まれます。なお、既に退職給付会計の導入

が行われている NPO法人においては、従前の費用処理方法により引き続き行います。 

ウ 過年度分の収支計算書の修正 

従来の収支計算書から活動計算書への変更については、制度改正に基づくものであり、

継続性の原則に反するものではないため、表示方法の変更等について遡って修正を行う必

要はありません。                                                                                            

エ 正味財産の区分 

「NPO 法人会計基準」へ移行した上で、正味財産を基本的には区分して記載することと

した場合、適用初年度以降区分することとし、遡って修正を行う必要はありません。 

  オ 適用初年度における「前期繰越正味財産額」 

    「NPO法人会計基準」適用初年度における活動計算書上の「前期繰越正味財産額」は、前

事業年度の貸借対照表における「正味財産合計」を記載することとします。 
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（様式・記載例） 

 

 

前事業年度の役員名簿 

 

○○年４月１日から○×年３月３１日まで 

特定非営利活動法人 ○○○○○○          

 

 

 

役名 氏 名 住所又は居所 就任期間 
報酬を受けた 

期 間 

 

理事 

 

 

奈 良 鹿 子 

 

奈良市○○町○○丁目○番○号 

   ○○マンション○○号室 

○○年 4月 1日 

～  

○×年 3月 31日 
報酬無し 

 

理事 

 

大 和 太 郎 

大和郡山市△△町△丁目 

△△番地△△

号 

○○年 4月 1日 

～  

○×年 3月 31日 
報酬無し 

 

理事 

 

平 城 都 夫 
奈良市▽▽町▽▽丁目 

▽▽番地▽▽号 

○○年 4月 1日 

～  

○×年 3月 31日 

○○年 11月 1日 

～  

 ○×年 3月 31日 

 

理事 

 

吉 野 桜 子 
吉野町△△ □□□□番地 

□□号 

○○年 4月 1日 

～ 

○○年 10月 31日 
報酬無し 

 

理事 

 

北 山 郷 子 
上北山村○○○ △△番地 

△△号 

 ○○年 11月１日 

～ 

○×年 3月 31日 
報酬無し 

 

監事 

 

高 市 明日香 明日香村◇◇ ▽▽▽▽番地 

○○年 4月 1日 

～  

○×年 3月 31日 
報酬無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「理事」、「監事」

の別を記載 
氏名・住所は、住民票

等のとおりに正しく記載 
事業年度内におけ

る就任期間を記載 

定 款 に 記 載 さ

れ て い る 事 業

年 度 の 期 間 を

記載。 

「役員報酬」を受

けた役員がいる

場合、その期間

を記載 

役 員 が 報 酬 を 受

け て い な い 場 合

は、「報酬無し」と

記載 

前事業年度途中に役員の

変更があった場合は、前事

業年度中のすべての役員

について記載 
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（様式・記載例）  

 

 

前事業年度の社員のうち１０人以上の者の名簿 

 

○○年３月３１日現在 

 

特定非営利活動法人 ○○○○○          

 

氏 名 住 所 又 は 居 所 

 

奈 良 鹿 子 

 

奈良市○○町○○丁目○番○号 

            ○○マンション○○号室 

 

大 和 太 郎 

 

 

大和郡山市△△町△△丁目△△番地△△号 

 

 

平 城 都 夫 

 

 

奈良市▽▽町▽▽丁目▽▽番▽▽号 

 

 

吉 野 桜 子 

 

 

吉野町△△ □□□□番地□□号 

 

 

高市 明日香 

 

 

明日香村◇◇ ▽▽▽▽番地 

 

 

桜 井 三 輪 

 

 

桜井市○○町○○番○号 ○○ハイツ○○○号 

 

 

新庄 当麻子 

 

 

葛城市△△△町○○○番地○○号 ○○アパート○○号室 

 

 

十津川 温男 

 

 

十津川村□□□ ▽▽▽▽番地 

 

(株)三郷の里 

代表取締役 信貴 駒男 

 

 

生駒市◇◇町◇◇丁目◇◇番◇◇号 

 

北 山 郷 子 

 

 

上北山村○○○ △△△△番地△△号 

 

 

 

 

 

 
※ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番です。 
 

 

 

 

 

氏名・住所は、

正しく記載 

団体の場合は、氏名欄に「団体名」「代表者

の肩書」「代表者名」、住所欄には「団体の所

在地」を記載 

前事業年度末日現在における社

員のうち１０名以上の者を記載 
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書類
(手引き 参照ページ)

部数 チェック項目 チェック欄

法人名・連絡先・代表者の職と氏名が記載されている。

定款に記載されている事業年度の期間となっている。
(→法人設立一年目を迎える法人においては、事業開始日は、法人成立日からとなっている。）

定款に記載されている事業をすべて記載し、事業名に誤りがない。

定款に記載されている事業年度の期間を記載している。
(→法人設立一年目を迎える法人においては、事業開始日は、法人成立日からとなっている。）

当該事業年度の期間が記載されている。

経常収益の受取会費については、会費の性格に応じて分けて記載している。
(例：正会員受取会費　○○円 　　賛助会員受取会費　○○円)

経常費用の事業費合計額が、事業報告書の支出額合計と一致している。

経常費用の事業費、管理費において、人件費とその他経費を分けて記載している。

経常費用に記載している科目は、勘定科目を記載している。

管理費について、法人の運営にかかった費用のみが計上されている
（例：家賃、会議費など）。

「前期繰越正味財産額」は、前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と一致している。

「当期正味財産増減額」が貸借対照表の「当期正味財産増減額」と一致している。

「次期繰越正味財産額」が貸借対照表の「正味財産合計」と一致している。

当該事業年度の末日現在となっている。（例：事業年度が、4月1日～翌年3月31日の団体の場合
3月31日現在と記載。）

「正味財産の部」の合計は、活動計算書の「次期繰越正味財産額」と一致している。

「負債及び正味財産合計」が「資産合計」と一致している。

「当期正味財産増減額」が活動計算書の「当期正味財産増減額」と一致している。

「前期繰越正味財産」が前事業年度貸借対照表の「正味財産合計」と一致している。

どの会計基準に基づいて作成したか記載している。
（例：NPO法人会計基準協議会によっている。）

定款に記載のある事業ごとの損益の状況が整理され、その合計が活動計算書の科目合計と合致
している。

事業費と管理費の按分方法について記載がある。
（重要性が高いと判断される場合に記載。）

財産目録
(P２２)

2部
当該事業年度の末日現在となっている。
（例：事業年度が、4月1日～翌年3月31日の団体の場合　3月31日現在と記載。）

事業年度内における、就任期間が正しく記載されている。
（→年度途中で、新任、退任があった場合は、その就任日になっている。）

団体の定款に記載がある役員定数分の役員記載がなされている。
（NPO法では、理事３名以上　監事1名以上）

事業年度中に在籍した全ての役員が記載されている。

「理事」「監事」の区別は記載されている。
（理事長や副理事長という区別の記載は不要。）

住民票通りの住所・氏名の記載となっている。

報酬の有無がわかるように記載されている。

10人以上の名前、居所が記載されている。

氏名・住所に関して役員名簿との齟齬がない。

様式例に則り作成されている。

提出書類の部数が不足していない。

誤字・脱字等不備がない。

事業報告書類チェック表　　　　　＜活動計算書版＞

事業報告書等提出書
(P１２)

1部

事業報告書
(P１３)

2部

活動計算書
(P１４～１７)

2部

貸借対照表
(P１８)

2部

　（計算書類の注記）
(P１９～２１)

(2部)

年間役員名簿
（P３５）

2部

社員名簿
(P３６)

2部

全体

年 月 日 特定非営利活動法人
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第２号様式（第３条関係）（様式・記載例） 

 

 

 

役員変更等届出書 

 

 

                                  ○×年××月△△日 

 

 奈良県知事 殿 

 

                            生駒市▽▽町▽▽丁目▽▽番▽号 

                          特定非営利活動法人  ○○○○○○ 

                           理事長 大 和 太 郎    

                         電話番号 0743-00-0000  

 

 下記のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第２３条第１項の規定により、届

け出ます。 

記 

 

変更事項 変更年月日 役職名 氏名 住所又は居所 

 

再任 

 

 

再任 

 

 

任期満了 

 

 

辞任 

 

 

新任 

 

 

新任 

 

 

再任 

 

 

 

○○年○月○日 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

監事 

 

 

奈 良 鹿 子 

 

 

大 和 太 郎 

 

 

平 城 都 夫 

 

 

吉 野 桜 子 

 

 

北 山 郷 子 

 

 

新 庄 当麻子 

 

 

高 市 明日香 

 

 

奈良市○○町○丁目○番○号

○○マンション○○号室 

 

大和郡山市△△町△丁目 

△△番地△△号 

 

奈良市▽▽町▽丁目▽▽番地

▽▽号 

 

吉野町△△ □□番地□□号 

 

 

上北山村○○○ △△△番地

△△号 

 

葛城市△△町○○○番地 

○○号○○アパート○○号室 

 

明日香村◇◇ ▽▽▽▽番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事・監事の

区別を記載 

氏名・住所は住民票ど

おりに正しく記載 

新任、再任、任期満了、辞

任、解任、死亡、住所若し

くは居所の異動、改姓の別

を記載 
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≪役員の変更届出書の変更事項パターン≫ 

 

①任期途中の変更 

変更事項 変更年月日 役職名 氏名 住所又は居所 

 

退任 

 

 

新任 

 

 

 

○○年○月○日 

 

 

〃 

 

理事 

 

 

理事 

 

 

奈 良 鹿 子 

 

 

大 和 路 子 

 

 

奈良市○○町○○丁目○番○号○

○マンション○○号室 

 

大和高田市△△町△△丁目△△番地

△△号 

 

②住所の異動 

変更事項 変更年月日 役職名 氏名 住所又は居所 

 

住所の異動 

 

 

○○年○月○日 

 

 

 

理事 

 

 

 

平 城 都 夫 

 

 

 

大阪市△△区▽▽町▽▽丁目▽▽番

地▽▽号 

 

 

③改  姓 

変更事項 変更年月日 役職名 氏名 住所又は居所 

 

改 姓 

 

 

 

○○年○月○日 

 

 

 

理事 

 

 

 

大 峰 桜 子 

(吉 野) 

 

 

吉野町△△ □□□□番地□□号 

 

 

 

 

 

④住居表示の変更  

 

     

変更事項 変更年月日 役職名 氏名 住所又は居所 

 

住居表示の

変更 

 

○○年○月○日 

 

 

理事 

 

 

北 山 郷 子 

 

 

宇陀市○○区△△町△△番地△△号 

 

 

 

※ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「改姓」又は「改名」の場合には、氏名の欄に「旧姓」又は「旧名」を括弧を付して併記 
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（様式例） 

 

 

役 員 名 簿 

 

 

特定非営利活動法人       

役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

 

理事 

 

   

 

理事 

 

   

 

理事 

 

   

 

理事 

 

   

 

監事 
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（様式・記載例） 

 

 

特定非営利活動法人○○○○御中 

○○年○○月○○日 

 

就任承諾及び誓約書 

 

           明日香村◇◇ ▽▽▽▽番地    

                  高市 明日香      

 

 私は、特定非営利活動法人○○○○の監事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活

動促進法第２０条各号に該当しないこと及び同法第２１条の規定に違反しないことを誓約します。 

 

 

 

 

特定非営利活動促進法第 20条の要件 

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

二年を経過しない者 

三 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から二年を経過しない者 

・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 

・ 刑法第 204条［傷害］、第 206条［現場助勢］、第 208条［暴行］、第 208条の２［凶器準備集合

及び結集］、第 222条［脅迫］、第 247条［背任］の罪を犯した場合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

四 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら五年を経過しない者 

五 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された

日から二年を経過しない者 

六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 

 

特定非営利活動促進法第 21条の要件 

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて

含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含ま

れることになってはならない。 

 

（役員総数５人以下の場合） 配偶者若しくは三親等以内の親族は、含ま

れることになってはならない 

（役員総数６人以上の場合）  配偶者若しくは三親等以内の親族は、それ

ぞれの役員について１人まで含まれてよい 

定款第1条に記載されている

法人の名称を記載 

理 事 か 監 事 の

いずれかを記載 

氏名・住所は、住民票

等のとおりに正しく記載 

就任承諾及び宣誓書の原本は、法人で

保管すべきものですので、届出書添付

の提出は「写し」でも可能です。 
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第３号様式（第４条関係）（様式・記載例） 

 

定款変更認証申請書 

                                  年  月  日 

 奈 良 県 知 事 殿 

 

                    〒630-8501 

                    奈良市○○町○○丁目○番○号 

                    特定非営利活動法人  ○○○○○○ 

                           理事長 大 和 太 郎      

                                     電話番号 0742-00-0000  

 

 

 特定非営利活動促進法第２５条第３項の規定により定款の変更の認証を受けたい

ので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

① 新旧対照表及び定款変更の理由を記載した書類            1 部 

② 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本         1 部 

③ 変更後の定款                                  2 部 

④ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書  2 部 

⑤ 定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書  2 部 

郵便番号 

主たる事務所の所在地 

法人の名称 

代表者氏名 

電話番号 
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（様式・記載例） 

 

新旧対照表及び定款変更の理由を記載した書類 

 

 

１．新旧対照表 

 

変更前の定款の条文 変更後の定款の条文 

 

第 5条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ◇◇◇◇◇事業 

② ▽▽▽▽▽事業 

 

 
 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１

号に掲げる事業に支障がない限り行うも

のとし、収益を生じた場合は、同項第１号

に掲げる事業に充てるものとする 

 
第 40条 この法人の資産は、特定非営利活動

に係る事業に関する資産の１種とする。 

 

 

第 43条 この法人の会計は、特定非営利活動

に係る事業に関する会計の１種とする。 

 

 

 

第 5条 この法人は、第３条の目的を達成す

るため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ◇◇◇◇◇事業 

② ▽▽▽▽▽事業 

③ ×××××事業 

(2) その他の事業 

   ① △△△△△事業 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第

１号に掲げる事業に支障がない限り行う

ものとし、収益を生じた場合は、同項第

１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

第 40条 この法人の資産は、これを分けて

特定非営利活動に係る事業に関する資産

及びその他の事業に関する資産の２種と

する。 

第 43条 この法人の会計は、これを分けて

特定非営利活動に係る事業に関する会計

及びその他の事業に関する会計の２種と

する。 

                            

 

   

 ２．定款変更の理由 

    

    今後予想される新たなニーズに対応するため、新たに××××を行うための事業を

追加し事業の拡大を図るとともに、当法人の財務状況の改善のため、その他の事

業として△△△△△事業を追加する。 

 

   

 

※ 変更部分をアンダーラインで明示すること。 

※ 定款の変更が必要となった理由を具体的に記載  
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（様式・記載例）    特定非営利活動法人○○○○ 臨時総会議事録 

 

１ 日  時 ○○年○○月○○日（○曜日） ○○時○○分から○○時○○分 

２ 場  所 葛城市○○町○○丁目○○番○○号  葛城市△△会館××会議室 

３ 出席者数 社員総数○○人のうち○○人出席（うち書面表決者○○人、表決委任者○○人） 

４ 審議事項 

第 1号議案 定款変更承認に関する件 

第 2号議案 定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の事業計画に関する件 

第 3号議案 定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の活動予算に関する件 

５ 議事の経過の概要及び議決の結果 

(1) 開  会 

理事長大和 太郎 氏が本日の臨時総会が有効に成立している旨を述べ、開会を宣言した。 

(2) 議長選出 

議長の選出について諮ったところ、満場一致をもって平城 都夫 氏を選任した。 
(3) 議事審議 

       第 1号議案 定款変更承認に関する件 

         事務局から定款変更の新旧対照表を配布し説明を行い、逐次審議したところ、全員異議

なく満場一致をもって原案どおり承認した。 

第 2号議案 定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の事業計画に関する件 

      事務局から定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の事業計画（案）を配布し

説明を行い、詳細に審議したところ、全員異議なく原案どおり承認した。 

第 3号議案 定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の活動予算に関する件 

事務局から定款変更の日に属する事業年度および翌事業年度の活動予算(案)を配布し

説明を行い、詳細に審議したところ、全員異議なく原案どおり承認した。 

６ 議事録署名人の選任に関する事項 

議長から議事録署名人の選出について諮ったところ、「議長一任」との声があったので、

会員桜井 三輪 氏及び会員吉野 桜子 氏の両名を指名したところ、満場一致をもって選

出した。 

７ 以上をもって、議長から本臨時総会の議事が終了した旨が述べられ、閉会が宣言された。 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

○○年○○月○×日 

議    長 平城 都夫  
 

議事録署名人 桜井 三輪 
   

議事録署名人 吉野 桜子    

 

 

 

 

 

【注意事項】 

①議事録が 2 枚以上の場合は、議長及び議事録署名人による割り印が必要です。 

②議事録の原本は、法人で保管すべきものです。申請書への添付は「写し」で可能です。 

桜

井 

平 

城 

吉

野 

事業の変更がある場合は、２事業年度の事業計画案、

活動予算案の決議を行う。 

定款で定められた方法により、署名も

しくは記名をする。 
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（様式・記載例） 

 

△△年度事業計画書 

 

      △△年４月１日から△▽年３月３１日まで 

  

特定非営利活動法人 ○○○○○ 

１ 事業実施の方針 

       △△年度は、◇◇についての◇◇する・・・の◇◇◇◇◇事業と▽▽する・・・のため▽

▽▽▽事業を・・・・を行う。新たに××する・・・のための××××事業を新たに追加し、

本年度はシンポジウムを開催する。 

    また、△△△△事業、については、法人の運営経費を捻出するために新たに事業実施する。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

予定 

日時 

実施 

予定 

場所 

従事者

の予定

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支出見

込額 

(千円) 

 

◇◇◇◇◇事業 

 

 

 
▽▽▽▽▽事業 

 

 

 

 

 

×××××事業 

 

◇◇の調査研究を行

い、□□に対し▼▼を

▲▲する事業を実施す

る 

ホームページを開設

し、活動内容を紹介す

る。また、▽▽▽につ

いての意識の啓発を図

る 

 

××に関心のある方々

を対象にシンポジウム

を開催する 

 

 

通年 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

９月 

上旬 

 

☆☆市

★★地

区 

 

法人事

務所 

 

 

 

 

□□ホ

ール 

 

6 人 

 

 

 

1 人 

 

 

 

 

 

20 人 

 

▼▼に対し▲

▲のある者 

年約 120 人 

 

不特定多数 

 

 

 

 

 

××に関心の

ある方 300人 

 

９８６ 

 

 

 

１２３ 

 

 

 

 

 

２７２ 

 

 

(2) その他の事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

予定 

日時 

実施 

予定 

場所 

従事者

の予定

人数 

支出見

込額 

（千円） 

 

△△△△△事業 

 

○○での◎◎展示、販売と併せイ

ンターネットによる販売も行う。 

 

○○月

～ 

◎◎月 

 

○○ 

及び法人

事務所 

 

 

２人 

 

 

２９８ 

 

法人の定款変更の日の

属する事業年度又は翌事

業年度を記載 

定款変更の日の属する年度に事業を追加又は削除する場合

は、どのように事業実施するのかを含めて記載 

・定款第５条の

事業名をすべ

て記載 ・事業の内容について

できる限り具体的に記

載 
支出見込額は、計算書

類と整合性を保つ。 

実施する頻

度でも可 

定款変更の日の属する事業年度及び翌

事業年度の事業計画書をそれぞれ別様

で作成 

欄を広げて複数ページになっても可能 

事業実施により利益

を受ける対象者の範

囲と人数を記載 
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第４号様式（第５条関係）（様式・記載例） 

定款変更届出書 

                                ○○年○○月○○日 

 奈 良 県 知 事 殿 

 

                    630-8501 

                    生駒市▽▽町▽▽丁目▽▽番▽号 

                    特定非営利活動法人  ○○○○○○ 

                           理事長 大 和 太 郎      

                            電話番号 0743-00-0000  

 

  下記のとおり定款の変更をしましたので、特定非営利活動促進法第２５条第６項の規定

により、届け出ます。 

 

記 

 １ 変更の内容 

変更前の定款の条文 変更後の定款の条文 

第２条 

この法人は、事務所を奈良市○○町○

○丁目○番○号に置く。 

第２条 

この法人は、事務所を生駒市▽▽町▽

▽丁目▽▽番▽号に置く。 

 

 ２ 変更の時期 

     ○○年××月××日 

 

 ３ 変更の理由 

   現在の事務所が手狭になったため、探していたところ生駒市内で広く格安の物

件が見つかったため事務所を移転する。 

    

 

 

 

 

定款変更後の住所を記載 

郵便番号 

主たる事務所の所在地 

法人の名称 

代表者氏名 

電話番号 

定款を変更した総会

の日付又は、総会で決

定された定款変更の

日付 

・奈良県への届出と登記は、どちらが先でもかまいません。 

・登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては 2 週間以内に、

その他の事務所の所在地の法務局においては 3 週間以内に、登記の変更をしなければなりません。 

変更部分をアンダーラインで明示すること。 
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様式例・記載例 

 

    年  月  日 

 

奈 良 県 知 事 殿 

 

      630-8501 

                    生駒市▽▽町▽▽丁目▽▽番▽号     

                   特定非営利活動法人  ○○○○○       

理事長  大 和 太 郎  

     電話番号 0743-00-0000         

 

 

定款の変更の登記完了提出書 

 

定款の変更の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第２５条第７項（同法第５２条第 1項

（同法第６２条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により、登記事項証明書を添えて提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

  １ この提出書には、登記事項証明書２部（うち、写し１部）を添付すること（ただし、法第

５２条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、写しの添付を要しない。）。 

２ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非

営利活動法人が法第５２条第１項（法第６２条においての準用する場合を含む。）の規定に基

づき、所轄庁以外の関係知事に提出する場合には、提出先の団体が定めるところによること。

【添付書類】 

・登記事項証明書２部（うち、写し１部） 

 (ただし、法第５２条第１項の規定により非所轄法人が提出する場合は、写しの 

添付を要しない。) 

・変更後の定款（１部） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒６３０－８５０１ 

奈良市登大路町３０ 

奈良県 青少年・社会活動推進課 協働推進係 

ＴＥＬ 0742-27-8715 

ＦＡＸ 0742-27-9574 

E-mail  kyoudou@nvn.pref.nara.jp 

ＵＲＬ 青少年・社会活動推進課 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=1649 

    奈良ボランティアネット http://www.naravn.jp/ 


